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第１章  
計画策定にあたって 
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 １ 計画策定の趣旨 
 

（1） 背景 

介護保険制度は、急速に進行する高齢化社会の中で高齢者が安心して生活でき

るよう、保健、医療や福祉サービスの総合的・一体的な提供システムを確立し、

社会全体で介護を支えていく仕組みとして平成１２年度に発足しました。 

長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉をいかに構築するかという極めて重要な

課題に対して、当別町でも「思いやりと生きがいが感じられるまちづくり」を基

本理念とした「当別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を平成１２年度

より策定し、平成１８年度～平成２０年度を計画期間とする第３期計画では、国

の定めた新たな予防重視型システムへの転換や地域密着型サービス等を開始し、

各種施策に取り組んでまいりました。 

これに続く第４期計画では、これまで同様２０１５年における高齢者介護の姿

を念頭に、現行計画の推進状況を客観的に分析、評価し、平成２６年度（第５期

計画の最終年度）までの目標値を再設定した上で、平成２３年度末で廃止される

介護療養型療養病床等の再編成による介護給付費への影響等を考慮しつつ、高齢

者が可能な限り在宅での生活（施設での生活でも在宅に近いものとしていく）を

継続できるような施策の展開を考慮した計画とします。 

 

（2） 法令の根拠 

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第２０条の８の規定に基づき、老人福祉事

業の供給体制の確保等、当別町における高齢者の保健福祉事業の実施に関する計

画です。 

一方、介護保険事業計画は、介護保険法第１１７条の規定に基づき、当別町が

行う介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施に関する計画であり、その内容

が高齢者保健福祉計画に包括されるものであるため、計画期間も同一とし一体的

に策定します。 

 

（3） 位置づけ  

本計画は、今年度（平成２１年度）を初年度とし平成３０年度を目標年度（最

終年度）とする「当別町第５次総合計画」に基づき当別町の保健福祉政策の総合

的な計画である「当別町地域福祉計画」の部門別計画に位置付けられます。それ

ら上位計画の理念を念頭に置き、同時に「とうべつ健康プラン２１」や「当別町

障がい福祉基本計画」、当別町社会福祉協議会で策定している「地域福祉実践計画」

などの福祉の各個別計画との調和や、また北海道が策定する「北海道高齢者保健

福祉計画・介護保険事業支援計画」等との整合性を図り策定します。 
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 ２ 計画期間 
 

本計画は、第３期計画より３年を１期として見直すことが定められており、第３

期（平成１８年度から平成２０年度まで）の策定に際して設定した平成２６年度の

目標に至る中間段階の位置づけという性格を有するものとして、平成２１年度から

平成２３年度までの３年間を計画期間とします。 

 

 

計画名／年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
 

第 3 期（H18～H20）   

第 4 期（H21～H23）  

 第 5 期（H24～H26）

当別町高齢者保健福

祉計画・介護保険事

業計画 

（3 年ごとに見直し） 

 

 
 

 第 1 期（H19～H23）  

第 2 期（H24～H28）

当別町地域福祉計画 

 

（5 年ごとに見直し） 
 

 
 

第 4 次（H11～H20）  

 第 5 次（H21～H30） 

当別町総合計画 

 

（10 年ごとに見直し）  
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 ３ 計画策定体制 
 

（1） 当別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会の設置 

本計画の策定にあたり、保健・医療・福祉・介護に携わる関係者、学識経験者、

利用者・被保険者、一般公募の委員の１０人で構成する「当別町高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画策定委員会」を設置し、計画の検討を行いました。 
 

（2） 関係団体等ヒアリングの実施  

当別町の高齢者保健福祉に関係する様々な団体・機関に対し、高齢者を取り巻

く実態やサービス提供における現状と課題等のヒアリングを実施しました。 

対象団体等：当別町社会福祉協議会、当別町内の介護保険サービス事業者、地

域福祉関係団体、当事者団体、行政関係部署など 

期間・方法：① 平成２０年９月１６日及び９月２９日 

地域ケア会議に参加した関係団体等（７２名）に対しグルー

プディスカッション形式で意見を聴取 

 ② 平成２０年１０月２１日から平成２０年１０月３０日まで 

行政関係部署等９ヶ所に対し会議形式のヒアリングを実施 
 

（3） 住民アンケートの実施 

上記ヒアリングの実施と並行し、高齢者の生活実態やサービス提供における現

状と課題などのアンケートを実施しました。 

期 間：平成２０年１０月１７日から平成２０年１１月１４日まで 

方 法： ① 当別町ホームページによる Web アンケート形式 

  ② 町内４公共施設（役場、総合保健福祉センター、太美出張所、 

西当別コミュニティセンター）にアンケート用紙と投函箱を設置 
 

（4） パブリックコメントの実施 

期 間：平成２０年１２月１日から平成２０年１２月２５日まで 

方 法：町内４公共施設に記入用紙及び投函箱を設置するとともに、文書、 

ＦＡＸ、電子メールのいずれかで本計画の素案に対する意見を公募 
 

（5） 住民説明会の開催 

開催日時：① 平成２１年１月２２日 ②平成２１年１月２３日 

開催場所：① 当別町総合保健福祉センターゆとろ  

     ② 西当別コミュニティセンター 
 

（6） 関係機関連絡会の開催 (作業部会) 

福祉課を中心に当別町地域包括支援センター等と連携し、高齢者を取り巻く実

態や各種サービスの現状と課題の整理など実務的な作業を行い、策定委員会のた

めの基礎資料の作成や施策に関する検討を重ねました。 


